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労災保険
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気
　労働者が業務上の事由、二以上の事業の

業務を要因とする事由又は通勤が原因で負

傷した場合、病気になった場合、あるいは

不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺

族を保護するため必要な保険給付を行うも

のです。また、労働者の社会復帰の促進な

ど、労働者の福祉の増進を図るための事業

も行っています。
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（設置の日の翌日から起算して
　　　　　　　　　10日以内）

（保険関係が成立した日の翌日
　　　から起算して10日以内）
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　雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届（P12参照）及び雇用保
険被保険者資格取得届（P13参照）を所轄の公共職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。

　労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共
職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料（保険関係が
成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額）を
概算保険料として申告・納付することとなります。

の翌日
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公共職業安定所（ハローワーク）で
は手続を行えません。
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　労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共

職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料（保険関係が

成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額）を

概算保険料として申告・納付することとなります。

※保険関係成立届の手続にあたっては、事業の存在を確認する場合があります。提示の必要な資料につ

いては、所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）にお問い合わせください。

（保険関係成立届及び概算保険料申告書の記入方法については、P9～ P11参照）

　雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届（P12参照）及び雇用保

険被保険者資格取得届（P13参照）を所轄の公共職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。

※一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険料の申告・納付等に関して

両保険を一元的に取扱う事業です。
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※二元適用事業とは、事業の実態から、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、両保険の保険料

の申告・納付等を二元的（別々）に行う事業です。

　一般的に、農林水産業・建設業等が二元適用事業となり、それ以外の事業が一元適用事業となります。
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P２７

都道府県

（ハローワーク）

１５
８８

１６

（P２８参照）

基づく

　小売業についての労災保険率は3／1000（卸売業・小売業）、雇用保険率は9／1000（一般
の事業）ですので、（労働保険料）＝（賃金総額）×（労災保険率＋雇用保険率）により労働保険
料は、3,300,000×（3／1000＋9／1000）＝39,600円となります。
　また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。
　雇用保険の被保険者負担分は、賃金額に被保険者負担率を乗じることにより、毎月６00円
（＝200,000×3／1000）、賞与時1,350円（＝450,000×3／1000）となり、一年間分の合計は
９,９00円（＝600×12月＋1,350×2回）となります。
　したがって、事業主負担分の労働保険料は、29,700円（＝39,600-9,900）となります。
　（注）労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。

代理
する

P２７

　概算保険料申告書を提出したのちに、年度の中途において、事業規模の拡大等により賃金総額の見
込額が当初の申告より２倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額に基づく概算保険料の額が申告済の
概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付してください。

増加概算保険料の申告・納付

　労働保険料の額は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率（労災保険率＋雇用保険率）を乗じて得
た額であり、原則として以下により算出されます。
　（全ての労働者に支払った賃金の額（賃金総額）※）×（保険料率）
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
※令和４年度においては、令和４年４月１日から同年９月30日までの雇用保険率と令和４年10月１日
から令和５年３月31日までの雇用保険率が異なります。（P15参照）

　労働保険の保険料は、その年度分を概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算
することとしており、事業主には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付し
ていただくこととなります。
　これを「年度更新」といい、法定の申告期間内に、労働基準監督署、都道府県労働局又は金融機関
で手続きを行っていただくこととなります。
（注）公共職業安定所（ハローワーク）では申告・納付を取り扱っておりませんのでご注意ください。

保険料の算定方法

　労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になり
ます。
（労災保険率）事業の種類により　　　から　　　までに分かれています。（P14参照）
（雇用保険率）雇用保険率及び事業主と被保険者（労働者）との負担の内訳はP15のとおりです。

労働保険料の負担割合

2.5
1000

88
1000

※納期限に該当する日が土・日・
祝日である場合は、その次の開
庁日が納期限となります。

延納（分割納付）

延納（分割納付）

　これらの事務処理については、労働保険事務組合に委託する制度（P28参照）や社会保険労務士に代
理させる制度があります。

事務処理の委託・代理の制度

食料品・日用品等の小売業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が330万円
（毎月20万×12ヵ月、賞与45万×２回）の場合

　小売業の労災保険率は3／1000(卸売業・小売業)、雇用保険率は令和４年４月１日～同年９月
30日（前期）の期間で9.5／1000、令和４年10月１日～令和５年３月31日（後期）の期間で
13.5／1000(一般の事業)ですので、労働保険料は、(労働保険料)＝(賃金総額)×(労災保険率)
＋(前期の賃金総額)×(前期の雇用保険率)＋(後期の賃金総額)×(後期の雇用保険率)により
47,850円｛＝3,300,000×(3／1000)＋1,650,000×(9.5／1000)＋1,650,000×
(13.5／1000)｝となります。
　また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。
雇用保険の被保険者負担分は、賃金額に被保険者負担率を乗じることにより、令和４年４月１日～
同年９月30日の期間で毎月600円（＝200,000×3／1000）、賞与時1,350円(＝450,000
×3／1000)となり、令和４年10月１日～令和５年３月31日の期間で毎月1,000円(＝
200,000×5／1000)、賞与時2,250円(＝450,000×5／1000)となるため、一年間分の合計
は13,200円(＝600×６月＋1,350＋1,000×６月＋2,250）となります。
　したがって、事業主負担分の労働保険料は、34,650円(＝47,850－13,200)となります。
　(注)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。（P14～ P15参照）
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た額であり、原則として以下により算出されます。
　（全ての労働者に支払った賃金の額（賃金総額）※）×（保険料率）
※雇用保険については、被保険者でない者の賃金は除かれます。
※令和４年度においては、令和４年４月１日から同年９月30日までの雇用保険率と令和４年10月１日
から令和５年３月31日までの雇用保険率が異なります。（P15参照）

　労働保険の保険料は、その年度分を概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算
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保険料の算定方法
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ます。
（労災保険率）事業の種類により　　　から　　　までに分かれています。（P14参照）
（雇用保険率）雇用保険率及び事業主と被保険者（労働者）との負担の内訳はP15のとおりです。

労働保険料の負担割合
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※納期限に該当する日が土・日・
祝日である場合は、その次の開
庁日が納期限となります。

延納（分割納付）

延納（分割納付）

　これらの事務処理については、労働保険事務組合に委託する制度（P28参照）や社会保険労務士に代
理させる制度があります。

事務処理の委託・代理の制度

食料品・日用品等の小売業を営んでいて、労働者に支払う一年間の賃金が330万円
（毎月20万×12ヵ月、賞与45万×２回）の場合

　小売業の労災保険率は3／1000(卸売業・小売業)、雇用保険率は令和４年４月１日～同年９月
30日（前期）の期間で9.5／1000、令和４年10月１日～令和５年３月31日（後期）の期間で
13.5／1000(一般の事業)ですので、労働保険料は、(労働保険料)＝(賃金総額)×(労災保険率)
＋(前期の賃金総額)×(前期の雇用保険率)＋(後期の賃金総額)×(後期の雇用保険率)により
47,850円｛＝3,300,000×(3／1000)＋1,650,000×(9.5／1000)＋1,650,000×
(13.5／1000)｝となります。
　また、この場合、事業主負担分は、雇用保険の被保険者負担分を除いた分となります。
雇用保険の被保険者負担分は、賃金額に被保険者負担率を乗じることにより、令和４年４月１日～
同年９月30日の期間で毎月600円（＝200,000×3／1000）、賞与時1,350円(＝450,000
×3／1000)となり、令和４年10月１日～令和５年３月31日の期間で毎月1,000円(＝
200,000×5／1000)、賞与時2,250円(＝450,000×5／1000)となるため、一年間分の合計
は13,200円(＝600×６月＋1,350＋1,000×６月＋2,250）となります。
　したがって、事業主負担分の労働保険料は、34,650円(＝47,850－13,200)となります。
　(注)労災保険率及び雇用保険率は事業の種類によって異なります。（P14～ P15参照）



　労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で労働の対価としての賃金が支払われる者
をいいます。

労働者の取り扱い

労働保険の成立手続を怠った場合は
①

②

　また、政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していな
い（いわゆる未手続の）期間中に生じた事故について、労災保険給付を行った場合、事業主から遡っ
て労働保険料を徴収（併せて追徴金を徴収）するほかに、労働基準法の規定による災害補償の価額の
限度で、労災保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができ
ます。（労働者災害補償保険法第 31 条第 1項第 1号）※上図②
　

※上図①　
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※なお、労働保険の成立手続後においても、

◇事業主が一般保険料を滞納している期間中に業務災害や複数業務要因災害、通勤災害

が発生した場合、当該災害に関して支給された保険給付額の最大40％

◇事業主の故意又は重過失により業務災害が発生した場合、当該災害に関して支給さ

れた保険給付額の30％が事業主から徴収されます。

＊徴収金額の算定基礎となる保険給付は、療養開始後３年間に支給されるものに限ります。
　また療養(補償)等給付、介護(補償)等給付及び二次健康診断等給付は除かれます。

労災保険の成立手続について行政機関
等から指導等を受けたにもかかわらず、手
続を行わない期間中に業務災害や複数業
務要因災害、通勤災害が発生した場合

労災保険の成立手続について行政機関
等から指導等を受けてはいないものの、労
災保険の適用事業となった時から１年を経
過してなお手続を行わない期間中に業務
災害や複数業務要因災害、通勤災害が
発生した場合

事業主が「故意」に手続を行わないものと
認定し、当該災害に関して支給された保険
給付額（＊）の100％を徴収

事業主が「重大な過失」により手続を行わ
ないものと認定し、当該災害に関して支給
された保険給付額（＊）の40％を徴収
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13桁の番号）を記入してください。
個人事業主の場合は、13桁すべ
てに「０」を記入してください。

（元号：令和は9）
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株式会社カスミ商店
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Gビズ IDについて

・労働保険の適用徴収関係手続は、電子申請・電子納付によっても行うことができます。

・電子申請を利用することにより、都道府県労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口へ出向

くことなく、夜間、休日でも手続ができます。

・電子申請であれば、保険関係成立届を提出した際に付与される労働保険番号をご自宅・オフィ

ス等で受け取ることができます。また、労働保険番号の早期振出等の機能強化により、より迅

速に労働保険番号を受け取ることができるようになりました。保険関係成立届については電子

申請を是非ご利用ください。

・年度更新の手続を電子申請により行った場合は、併せて電子納付をすることが可能です。また、

延納（分割納付）の申請をした場合の第２期以降の納付については、年度更新の手続を電子申

請により行っていない場合でも、電子納付をすることができます。

〇 「アクセスコード」とは…
　郵送された年度更新申告書のあて先労働局名の右隣に印字されている 8 桁の英数字が「アクセス
コード」です。
〇 「アクセスコード」を使用すると…
　年度更新申告書にあらかじめ印字されている内容（労働保険番号、保険料率等）と同じ項目を電子申請
様式に取り込むことができます。これにより、前年度の申告内容等を改めて入力し直す手間が省けます。

　電子証明書とは、インターネットを利用してやりとりするデータについて、データ作成者の本人確
認、データの真正性を証明するものです。電子申請を行うにあたっては、「電子証明書」が必要とな
ります。（※）
　詳しくは下記ホームページ等にて、労働保険適用徴収関係手続で利用可能な電子証明書を発行して
いる認証局をご確認のうえ、各認証局にお問い合わせください。
※社会保険労務士及び労働保険事務組合（P28参照）がアクセスコードを使用して電子申請による
年度更新申告手続を行う場合は、事業主の電子署名を省略することができます。

電子申請などの詳しい内容については、
　ｅ－Ｇｏｖ電子申請のホームページ（https://shinsei.e-gov.go.jp）
をご覧ください。
また、電子申請の事前準備や操作方法等については、
　「ｅ－Ｇｏｖ利用者サポートデスク」へお問い合わせください。
　　　・電話番号：050-3786-2225（050ビジネスダイヤル）
　　　・受付時間：4・6・7月 平日 午前9時から午後7時まで
　　　　　　　　　　　　　　 土日・祝日 午前9時から午後5時まで
　　　　　　　　　5・8～3月 平日 午前9時から午後5時まで

※土日・祝日及び年末年始（12月30日～1月3日）は受付を休止いたします。

　ＧビズIDとは、1つのID及びパスワードで様々な行政サービスを利用できるシステムであり、Ｇビズ
IDアカウントを利用して電子申請をすることができます。ＧビズIDアカウントを利用する場合、電子
証明書の添付を省略することができます（保険関係成立届等一部手続を除く）。ＧビズIDアカウントの
作成方法については、ＧビズIDのホームページ（https://gbiz-id.go.jp） をご覧ください。
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　労働保険　概算・増加概算・確定保険料（雇用保険分）算定内訳

※概算・確定保険料・一般拠出金申告書（事業主控）と一緒に保管してください。

労働保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

令 和 4 年 4 月 1 日

雇用保険分

(ﾊ)1000分の

①区　　分（適用期間）
算定期間　　令和４年４月１日から令和５年３ 31月 日

②保険料算定基礎額 ③保険料率 ④概算(増加概算・確定)保険料額

令 和 4 年 9 月 30 日 千円 円

令 和 4 年 10 月 1 日

雇用保険分

(ﾆ)1000分の

令 和 5 年 3 月 31 日 千円 円

申告書⑭欄（ホ）へ転記 円
※②欄の(イ)、(ロ)の端数は切り捨てる。 ※④欄の(ﾎ)、(ﾍ)の端数は切り捨てず、

　(ﾎ)＋(ﾍ)の端数は切り捨てる。

合　　計 雇用保険分

申告書⑫欄（ホ）へ転記 千円

令和 4

令和 4 4 1 令和 5 3 31

457,405

令和4年4月1日

457,405

卸売業・小売業

東京都千代田区霞が関 1-X-X

代表取締役　千代田カスミ

株式会社カスミ商店

100- XXXX
東京都千代田区霞が関 1-X-X

株式会社カスミ商店

東京都千代田区霞が関 1-X-X

株式会社カスミ商店

100 XXX

3.00

XXXX XXXX03

457,405
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「
⑫

　保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
」
欄

　
保
険
関
係
成
立
の
日
か
ら
保
険
年
度
末
（
令
和
５
年
３
月
31
日
）
ま
で
の
期
間
内
に
支
払
う
賃

金
総
額
の
見
込
額
を
、
1
,
0
0
0
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
記
入
し
ま
す
。

（
雇
用
保
険
分
）

　
「
労
働
保
険
　
概
算
・
増
加
概
算
・
確
定
保
険
料
（
雇
用
保
険
分
）
算
定
内
訳
」
の
「
②
欄
の

（
イ
）
+
（
ロ
）
」
か
ら
転
記
し
ま
す
。

「算定期間」欄
　保険関係が成立した日から令和５年３月31日までの期間を記入してください。
　なお、令和４年10月１日以降に保険関係が成立した事業については、令和４年４月１日～
令和４年９月30日の区分（適用期間）に対応する各欄は記載しないでください。

「②　保険料算定基礎額」欄
　（イ）、（ロ）については、各「 ① 区分（適用期間）」欄
の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込
額を、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。
　 (イ)＋(ロ)については、(イ)及び(ロ)に記入した場合はその合
計額を、(ロ)のみに記入した場合はその額を記入します。

「③　保険料率」欄
　各「 ① 区分（適用期間）」欄の適用期
間中の雇用保険率を記入してください。
（P15「雇用保険率表」を参照）

「④　概算（増加概算・確定）保険料額」欄
　(ホ)、(ヘ)については、②保険料算定基礎額
に、③保険料率を乗じて得た額を、1円未満の
端数を切り捨てずに記入します。　 
　(ホ)＋(ヘ)については、(ホ)及び(ヘ)に記入し
た場合はその合計額を、(ヘ)のみに記入した場
合はその額を、１円未満の端数を切り捨てて
記入します。

「
㉒

　期
別
納
付
額
」
欄

　
各
期
の
納
付
額
を
記
入
し
ま
す
。
な
お
各
期
納
付
額
は
次
の
よ
う
に
し
て
算
出
し
ま
す
。

　
概
算
保
険
料
額
（
「
⑭
欄
の
（
イ
）
の
額
」
を
⑰
の
納
付
回
数
で
除
し
、
そ
の
額
に
１
円
又
は
２

円
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
１
期
に
加
算
し
て
「
㉒
欄
の
（
イ
）
」
の
概
算
保
険
料
額

の
１
期
分
欄
に
記
入
し
、
端
数
の
な
く
な
っ
た
額
（
２
期
分
、
３
期
分
（
納
付
回
数
が
２
回
の
場
合

は
２
期
の
み
）
）
を
「
㉒
欄
の
（
チ
）
、
（
ル
）
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
該
当
欄
に
記
入
し
ま
す
。

「
㉓

　保
険
関
係
成
立
年
月
日
」
欄

　
保
険
関
係
が
成
立
し
た
年
月
日

を
記
入
し
ま
す
。

「
㉖

　加
入
し
て
い
る
労
働
保
険
」
欄

　
労
災
保
険
と
雇
用
保
険
の
両
保
険
に
加
入
し
て

い
る
と
き
は
（
イ
）
と
（
ロ
）
を
、
労
災
保
険
の

み
に
加
入
し
て
い
る
と
き
は
、
（
イ
）
を
、
雇
用

保
険
の
み
に
加
入
し
て
い
る
と
き
は
（
ロ
）
を
○

で
囲
み
ま
す
。

「
⑭

　概
算
・
増
加
概
算
保
険
料
額
」
欄

（
労
災
保
険
分
）

　
⑫
保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
に
、
⑬
保
険
料
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
１
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
て
記
入
し
ま
す
。

（
雇
用
保
険
分
） 

　
「
労
働
保
険
　
概
算
・
増
加
概
算
・
確
定
保
険
料
（
雇
用
保
険
分
）
算
定
内
訳
」
の
「
④
欄
の
（
ホ
）
＋
（
ヘ
）
」
か
ら
転
記
し
ま
す
。

（
労
働
保
険
料
）

　
（
ロ
）
及
び
（
ホ
）
に
記
入
し
た
場
合
は
そ
の
合
計
額
を
、
（
ロ
）
又
は
（
ホ
）
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
記
入
し
た
場
合
は
そ
の
額
を

（
イ
）
に
記
入
し
ま
す
。

「
⑰

　延
納
の
申
請
」
欄

　
納
付
す
べ
き
概
算
保
険
料
が
40
万
円
（
労
災
保
険
又
は
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関

係
の
み
成
立
し
て
い
る
事
業
に
あ
っ
て
は
2
0
万
円
）
以
上
で
、
延
納
を
希
望
す
る

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
回
数
を
記
入
し
ま
す
。

　
延
納
の
方
法
は
、
保
険
関
係
成
立
の
日
が
４
月
１
日
か
ら
５
月
31
日
ま
で
の
と
き

は
３
回
、
６
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
と
き
は
２
回
と
な
り
、
10
月
１
日
以
降

の
と
き
は
延
納
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
な
お
、
延
納
す
る
場
合
、
２
期
、
３
期
の
額

に
１
円
又
は
２
円
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
額
を
最
初
の
期
に
合
算
し
ま
す
。

●令和４年度概算保険料申告書（保険関係成立）の記載方法等について

　令和４年度においては、令和４年４月１日から同年９月30日までの雇用保険率と令和４年10月１日から令和５年３月31

日までの雇用保険率が異なります。

（雇用保険率の内訳については、P15「雇用保険率表」をご覧ください）

｠

　概算保険料申告書を記入するに当たっては、「⑫　保険料算定基礎額の見込額」（雇用保険分）及び「⑭　概算・増加概算

保険料額」（雇用保険分）を算出する基礎として、「労働保険　概算・増加概算・確定保険料（雇用保険分）算定内訳」をご

活用ください。

（下記ＵＲＬまたは「労働保険関係各種様式」で検索してください）

＜ＵＲＬ＞https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
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(ｲ) (ﾎ)

(ﾛ) (ﾍ)

(ｲ)＋(ﾛ) (ﾎ)＋(ﾍ)

　労働保険　概算・増加概算・確定保険料（雇用保険分）算定内訳

※概算・確定保険料・一般拠出金申告書（事業主控）と一緒に保管してください。

労働保険番号

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号

令 和 4 年 4 月 1 日

雇用保険分

(ﾊ)1000分の

①区　　分（適用期間）
算定期間　　令和４年４月１日から令和５年３ 31月 日

②保険料算定基礎額 ③保険料率 ④概算(増加概算・確定)保険料額

令 和 4 年 9 月 30 日 千円 円

令 和 4 年 10 月 1 日

雇用保険分

(ﾆ)1000分の

令 和 5 年 3 月 31 日 千円 円

申告書⑭欄（ホ）へ転記 円
※②欄の(イ)、(ロ)の端数は切り捨てる。 ※④欄の(ﾎ)、(ﾍ)の端数は切り捨てず、

　(ﾎ)＋(ﾍ)の端数は切り捨てる。

合　　計 雇用保険分

申告書⑫欄（ホ）へ転記 千円

令和 4

令和 4 4 1 令和 5 3 31

457,405

令和4年4月1日

457,405

卸売業・小売業

東京都千代田区霞が関 1-X-X

代表取締役　千代田カスミ

株式会社カスミ商店

100- XXXX
東京都千代田区霞が関 1-X-X

株式会社カスミ商店

東京都千代田区霞が関 1-X-X

株式会社カスミ商店

100 XXX

3.00

XXXX XXXX03

457,405
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間
内
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0
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未
満
の
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ま
す
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（
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険
分
）

　
「
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保
険
　
概
算
・
増
加
概
算
・
確
定
保
険
料
（
雇
用
保
険
分
）
算
定
内
訳
」
の
「
②
欄
の

（
イ
）
+
（
ロ
）
」
か
ら
転
記
し
ま
す
。

「算定期間」欄
　保険関係が成立した日から令和５年３月31日までの期間を記入してください。
　なお、令和４年10月１日以降に保険関係が成立した事業については、令和４年４月１日～
令和４年９月30日の区分（適用期間）に対応する各欄は記載しないでください。

「②　保険料算定基礎額」欄
　（イ）、（ロ）については、各「 ① 区分（適用期間）」欄
の適用期間中に使用する予定の労働者に係る賃金総額の見込
額を、千円未満の端数を切り捨てて記入してください。
　 (イ)＋(ロ)については、(イ)及び(ロ)に記入した場合はその合
計額を、(ロ)のみに記入した場合はその額を記入します。

「③　保険料率」欄
　各「 ① 区分（適用期間）」欄の適用期
間中の雇用保険率を記入してください。
（P15「雇用保険率表」を参照）

「④　概算（増加概算・確定）保険料額」欄
　(ホ)、(ヘ)については、②保険料算定基礎額
に、③保険料率を乗じて得た額を、1円未満の
端数を切り捨てずに記入します。　 
　(ホ)＋(ヘ)については、(ホ)及び(ヘ)に記入し
た場合はその合計額を、(ヘ)のみに記入した場
合はその額を、１円未満の端数を切り捨てて
記入します。
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」
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期
の
納
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す
。
な
お
各
期
納
付
額
は
次
の
よ
う
に
し
て
算
出
し
ま
す
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の
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、
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数
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）
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、
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の
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の
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当
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に
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ま
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。

「
㉓

　保
険
関
係
成
立
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」
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が
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ま
す
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）
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」
の
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（
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ま
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（
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働
保
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料
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（
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（
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た
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か
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額
を
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イ
）
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ま
す
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「
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　延
納
の
申
請
」
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納
付
す
べ
き
概
算
保
険
料
が
40
万
円
（
労
災
保
険
又
は
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関

係
の
み
成
立
し
て
い
る
事
業
に
あ
っ
て
は
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円
）
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上
で
、
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納
を
希
望
す
る

場
合
に
は
、
保
険
料
の
納
付
回
数
を
記
入
し
ま
す
。

　
延
納
の
方
法
は
、
保
険
関
係
成
立
の
日
が
４
月
１
日
か
ら
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月
31
日
ま
で
の
と
き

は
３
回
、
６
月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
の
と
き
は
２
回
と
な
り
、
10
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１
日
以
降

の
と
き
は
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納
は
認
め
ら
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ま
せ
ん
。
な
お
、
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す
る
場
合
、
２
期
、
３
期
の
額

に
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円
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は
２
円
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
額
を
最
初
の
期
に
合
算
し
ま
す
。

●令和４年度概算保険料申告書（保険関係成立）の記載方法等について

　令和４年度においては、令和４年４月１日から同年９月30日までの雇用保険率と令和４年10月１日から令和５年３月31

日までの雇用保険率が異なります。

（雇用保険率の内訳については、P15「雇用保険率表」をご覧ください）

｠

　概算保険料申告書を記入するに当たっては、「⑫　保険料算定基礎額の見込額」（雇用保険分）及び「⑭　概算・増加概算

保険料額」（雇用保険分）を算出する基礎として、「労働保険　概算・増加概算・確定保険料（雇用保険分）算定内訳」をご

活用ください。

（下記ＵＲＬまたは「労働保険関係各種様式」で検索してください）

＜ＵＲＬ＞https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
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保険率表他（令和４年度版）

（令和4年4月1日現在）

（令和4年度4月1日現在）

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、
内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業につい
ては一般の事業の率が適用されます。

林業
海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。）
定置網漁業又は海面魚類養殖業
金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）
又は石炭鉱業
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
原油又は天然ガス鉱業
採石業
その他の鉱業
水力発電施設、ずい道等新設事業
道路新設事業
舗装工事業
鉄道又は軌道新設事業
建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）
既設建築物設備工事業
機械装置の組立て又は据付けの事業
その他の建設事業
食料品製造業
繊維工業又は繊維製品製造業
木材又は木製品製造業
パルプ又は紙製造業
印刷又は製本業
化学工業
ガラス又はセメント製造業
コンクリート製造業
陶磁器製品製造業
その他の窯業又は土石製品製造業
金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。）
非鉄金属精錬業
金属材料品製造業（鋳物業を除く。）
鋳物業
金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般
金物製造業及びめっき業を除く。）
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。）
めっき業
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。）
船舶製造又は修理業
計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。）
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
その他の製造業
交通運輸事業
貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）
港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）
港湾荷役業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

農業又は海面漁業以外の漁業
清掃、火葬又はと畜の事業
ビルメンテナンス業
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
通信業、放送業、新聞業又は出版業
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
金融業、保険業又は不動産業
その他の各種事業

船舶所有者の事業

60/1,000
18/1,000
38/1,000

88/1,000

16/1,000
2.5/1,000
49/1,000
26/1,000
62/1,000
11/1,000
9/1,000
9/1,000
9.5/1,000
12/1,000
6.5/1,000
15/1,000
6/1,000
4/1,000
14/1,000
6.5/1,000
3.5/1,000
4.5/1,000
6/1,000
13/1,000
18/1,000
26/1,000
6.5/1,000
7/1,000
5.5/1,000
16/1,000

10/1,000

6.5/1,000
7/1,000

5/1,000

2.5/1,000
4/1,000
23/1,000
2.5/1,000
3.5/1,000
6.5/1,000
4/1,000
9/1,000
9/1,000
13/1,000

3/1,000

13/1,000
13/1,000
5.5/1,000
6.5/1,000
2.5/1,000
3/1,000
2.5/1,000
3/1,000

47/1,000

●雇用保険率表

●労働保険料の算定基礎となる賃金早見表（例示）　　　

令和４年４月１日～同年９月30日
事業主負担率保　険　率

事業の種類

一般の事業

農林水産
清酒製造の事業

建設の事業

被保険者負担率 保　険　率 事業主負担率 被保険者負担率
令和４年10月１日～令和５年３月31日

9.5
1000

12.5
1000

11.5
1000

5
1000

6
1000

6
1000

8.5
1000

10.5
1000

9.5
1000

13.5
1000

16.5
1000

15.5
1000

3
1000

4
1000

4
1000

6.5
1000

8.5
1000

7.5
1000

　雇用保険の被保険者負担額は、労働者（被保険

者）に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて

算定します。

　この被保険者負担額については、事業主は、労働

者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険

者負担額を、賃金から控除することができます。

　この額に１円未満の端数が生じた場合、「通貨の

単位及び貨幣の発行等に関する法律」第３条に基づ

き、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには

切り捨て、50銭以上１円未満のときには１円に切り

上げることとなります。

　なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払

う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を

賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者

に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行

うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切

り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

　ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間

で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限り

ではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場

合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支

えありません。

・赴任手当等

まだ、労働保険の成立手続を行ってい
ない事業主の方は、今すぐ最寄りの労
働基準監督署・公共職業安定所（ハロー
ワーク）で成立手続をしましょう。ま
た、ご相談・お問い合わせについても、
お気軽におたずねください。

等

業主が負担



保険率表他（令和４年度版）

（令和4年4月1日現在）

（令和4年度4月1日現在）

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、
内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業につい
ては一般の事業の率が適用されます。

林業
海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。）
定置網漁業又は海面魚類養殖業
金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）
又は石炭鉱業
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
原油又は天然ガス鉱業
採石業
その他の鉱業
水力発電施設、ずい道等新設事業
道路新設事業
舗装工事業
鉄道又は軌道新設事業
建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）
既設建築物設備工事業
機械装置の組立て又は据付けの事業
その他の建設事業
食料品製造業
繊維工業又は繊維製品製造業
木材又は木製品製造業
パルプ又は紙製造業
印刷又は製本業
化学工業
ガラス又はセメント製造業
コンクリート製造業
陶磁器製品製造業
その他の窯業又は土石製品製造業
金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。）
非鉄金属精錬業
金属材料品製造業（鋳物業を除く。）
鋳物業
金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般
金物製造業及びめっき業を除く。）
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。）
めっき業
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。）
船舶製造又は修理業
計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。）
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
その他の製造業
交通運輸事業
貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）
港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）
港湾荷役業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

農業又は海面漁業以外の漁業
清掃、火葬又はと畜の事業
ビルメンテナンス業
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
通信業、放送業、新聞業又は出版業
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
金融業、保険業又は不動産業
その他の各種事業

船舶所有者の事業

60/1,000
18/1,000
38/1,000

88/1,000

16/1,000
2.5/1,000
49/1,000
26/1,000
62/1,000
11/1,000
9/1,000
9/1,000
9.5/1,000
12/1,000
6.5/1,000
15/1,000
6/1,000
4/1,000
14/1,000
6.5/1,000
3.5/1,000
4.5/1,000
6/1,000
13/1,000
18/1,000
26/1,000
6.5/1,000
7/1,000
5.5/1,000
16/1,000

10/1,000

6.5/1,000
7/1,000

5/1,000

2.5/1,000
4/1,000
23/1,000
2.5/1,000
3.5/1,000
6.5/1,000
4/1,000
9/1,000
9/1,000
13/1,000

3/1,000

13/1,000
13/1,000
5.5/1,000
6.5/1,000
2.5/1,000
3/1,000
2.5/1,000
3/1,000

47/1,000

●雇用保険率表

●労働保険料の算定基礎となる賃金早見表（例示）　　　

令和４年４月１日～同年９月30日
事業主負担率保　険　率

事業の種類

一般の事業

農林水産
清酒製造の事業

建設の事業

被保険者負担率 保　険　率 事業主負担率 被保険者負担率
令和４年10月１日～令和５年３月31日

9.5
1000

12.5
1000

11.5
1000

5
1000

6
1000

6
1000

8.5
1000

10.5
1000

9.5
1000

13.5
1000

16.5
1000

15.5
1000

3
1000

4
1000

4
1000

6.5
1000

8.5
1000

7.5
1000

　雇用保険の被保険者負担額は、労働者（被保険

者）に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて

算定します。

　この被保険者負担額については、事業主は、労働

者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険

者負担額を、賃金から控除することができます。

　この額に１円未満の端数が生じた場合、「通貨の

単位及び貨幣の発行等に関する法律」第３条に基づ

き、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには

切り捨て、50銭以上１円未満のときには１円に切り

上げることとなります。

　なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払

う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を

賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者

に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行

うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切

り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

　ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間

で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限り

ではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場

合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支

えありません。

・赴任手当等

まだ、労働保険の成立手続を行ってい
ない事業主の方は、今すぐ最寄りの労
働基準監督署・公共職業安定所（ハロー
ワーク）で成立手続をしましょう。ま
た、ご相談・お問い合わせについても、
お気軽におたずねください。

等

業主が負担



水 力 発 電 施 設
ず い 道 等 新 設 事 業

道 路 新 設 事 業

舗 装 工 事 業

鉄道又は軌道新設事業

建 築 事 業
（既設建築物設備工事業を除く。）

既設建築物設備工事業

そ の 他 の 建 設 事 業

事 業 の 種 類

組立て又は取り
付けに関するもの

その他のもの

建設の事業を営む事業主の皆様へ

事業の種類・労務費率・保険料率一覧表

３１

３２

３３

３４

３５

３８

３６

３７

１９ ％

２１

１９

２４

２１

２２

４０

２２

２４

１０３

１５

１１

１８

１３

１４

９

１９

１８ ％

２０

１８

２３

２１

２２

３８

２１

２３

８９

１６

１０

１７

１３

１５

７.５

１９

１９ ％

２０

１８

２５

２３

２３

４０

２２

２４

７９

１１

９

９.５

１１

１５

６.５

１７

１８ ％※１９ ％

１９

１７

２４

２３

２３

３８

２１

２４

６４※６２

１１

９

９

９.５

１２

６.５

１５

機械装置

の組立て

又は据付

けの事業

業種

番号

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率

工事開始日が
平成21年4月1日～
平成24年3月31日
のもの

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

工事開始日が
平成27年4月1日～
平成30年3月31日
のもの

工事開始日が
平成30年4月1日～
以降のもの

１,０００分の １,０００分の １,０００分の １,０００分の

　請負による建設の事業は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の
納付等の義務を負うこととなっています。
　また、建設の事業は数次の請負によって行われることが常態なので、元請負人がその工事全体の
支払賃金総額を正しく把握することが難しい場合があります。このため、元請負人が請け負った工
事全体の請負金額に保険料率とは別に定められる労務費率（工事の請負金額に占める賃金総額の割
合）を乗じて得た額を賃金総額として労災保険の保険料額を算定することが認められています。

　工事開始日が平成27年４月１日以降のものについて、請負金額により賃金総額を算定する場合に
は、請負金額から消費税額分を除いたものに、下記の表の「工事開始日が平成27年４月１日以降の
もの」欄の労務費率を掛けて算定してください。

消費税額を除く
請負金額

該当する労務費率 賃金総額× ＝

※業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の工事開始日が「平成30年４月１日から令和３年
３月31日までのもの」については、一部異なる取扱いとなります。詳細は厚生労働省ホームページ
をご参照ください。

　（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/leaflet.pdf）

労災保険の特別加入について

※　中小規模と認められる企業規模
業　種 労働者数

金　融　業 保　険　業
不 動 産 業 小　売　業

50人以下

卸　売　業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入について詳しく知りたい方は、下記のパンフレットをご覧ください。

・第１種特別加入 ・第２種特別加入
（一人親方・自営業者）

・第２種特別加入
（特定作業従事者）

・第３種特別加入

　労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以
外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当である
と認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別
加入」制度といいます。
　特別加入制度には、第１種から第３種までの３種類の制度が存在し、以下のとおりそれぞれ対象となる
方が異なります。

○　第１種特別加入制度
　中小規模（※）の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方（家族
従事者、役員等）を対象とした制度です。
　加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合（P28参照）に委託する必要があり
ます。

○　第２種特別加入制度
　労働者を使用しないで法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者並びにそれ
らの事業に従事する方（家族従事者、役員等）、及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事
する方を対象とした制度です。
　対象となる事業又は作業については、下記のリンク先のパンフレットをご確認ください。

○　第３種特別加入制度
　日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される方、並びに海外にある中小規模
（※）の事業に事業主等（事業主、役員など労働者ではない立場）として派遣される方、及び開発途上地
域に対する技術協力の実施の事業（有期事業を除く）を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行わ
れている事業に従事する方を対象とした制度です。
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建設の事業を営む事業主の皆様へ
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９
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９.５

１２

６.５
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機械装置

の組立て

又は据付

けの事業

業種

番号

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率

工事開始日が
平成21年4月1日～
平成24年3月31日
のもの

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

工事開始日が
平成27年4月1日～
平成30年3月31日
のもの

工事開始日が
平成30年4月1日～
以降のもの

１,０００分の １,０００分の １,０００分の １,０００分の

　請負による建設の事業は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の
納付等の義務を負うこととなっています。
　また、建設の事業は数次の請負によって行われることが常態なので、元請負人がその工事全体の
支払賃金総額を正しく把握することが難しい場合があります。このため、元請負人が請け負った工
事全体の請負金額に保険料率とは別に定められる労務費率（工事の請負金額に占める賃金総額の割
合）を乗じて得た額を賃金総額として労災保険の保険料額を算定することが認められています。

　工事開始日が平成27年４月１日以降のものについて、請負金額により賃金総額を算定する場合に
は、請負金額から消費税額分を除いたものに、下記の表の「工事開始日が平成27年４月１日以降の
もの」欄の労務費率を掛けて算定してください。

消費税額を除く
請負金額

該当する労務費率 賃金総額× ＝

※業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の工事開始日が「平成30年４月１日から令和３年
３月31日までのもの」については、一部異なる取扱いとなります。詳細は厚生労働省ホームページ
をご参照ください。
　（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/leaflet.pdf）

労災保険の特別加入について

※　中小規模と認められる企業規模
業　種 労働者数

金　融　業 保　険　業
不 動 産 業 小　売　業

50人以下

卸　売　業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入について詳しく知りたい方は、下記のパンフレットをご覧ください。

・第１種特別加入 ・第２種特別加入
（一人親方・自営業者）

・第２種特別加入
（特定作業従事者）

・第３種特別加入

　労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以
外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当である
と認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別
加入」制度といいます。
　特別加入制度には、第１種から第３種までの３種類の制度が存在し、以下のとおりそれぞれ対象となる
方が異なります。

○　第１種特別加入制度
　中小規模（※）の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方（家族
従事者、役員等）を対象とした制度です。
　加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合（P28参照）に委託する必要があり
ます。

○　第２種特別加入制度
　労働者を使用しないで法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者並びにそれ
らの事業に従事する方（家族従事者、役員等）、及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事
する方を対象とした制度です。
　対象となる事業又は作業については、下記のリンク先のパンフレットをご確認ください。

○　第３種特別加入制度
　日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される方、並びに海外にある中小規模
（※）の事業に事業主等（事業主、役員など労働者ではない立場）として派遣される方、及び開発途上地
域に対する技術協力の実施の事業（有期事業を除く）を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行わ
れている事業に従事する方を対象とした制度です。
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②

④

①
②

③

③①

療養の給付

④

⑥

⑤

療養の費用の支給

※船員法の適用を受ける船
　員については対象外

　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤によって負傷したり、病気

にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。

労災病院や
労災保険指
定医療機関
等で療養を
受けるとき

労災病院や
労災保険指
定医療機関
等以外で療
養を受ける
とき

療養（補償）等給付 休業（補償）等給付

傷病（補償）等年金

遺族（補償）等給付 葬祭料等

労働者が死
亡し、遺族
（補償）等年
金を受け得
る遺族がま
ったくいな
いとき等

障害（補償）等給付

介護（補償）等給付

障害（補償）等年金又は傷
病（補償）等年金の一定の
障害により、現に介護を
受けているとき

　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病により療養を

必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支

給」の２種類がありますが、「療養の給付」が原則です。

　「療養の給付」とは、労災保険指定医療機関等で受診した場合には、原則として傷病が治ゆ（症状固定）

するまでの間、無料で療養を受けられる、つまり現物による給付を行う制度です。これに対し「療養

の費用の支給」は、労災保険指定医療機関等以外で療養を受けた場合等において支払った費用を現

金で支給する制度です。

　なお、療養（補償）等給付の範囲としては、治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養の

ために必要なものは、原則、全て含まれます（ただし一般に治療効果の認められていない特殊な治

療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません）。

療養（補償）等給付療養（補償）等給付

指定医療機関等
以外の医療機関

　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病の療養のため

に休業し、賃金を受けない日の第４日目以降から支給されます（ただし、業務災害の場合、休業初

日から３日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません）。

　この場合、休業１日につき給付基礎日額の 60％が休業（補償）等給付として支給されますが、こ

のほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の 20％が特別支給金として休業（補償）等給付

とセットで支給されます。

休業（補償）等給付休業（補償）等給付

業務災害・複数業務要因災害・通勤災害による傷病等

ち
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　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病により療養を

必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支

給」の２種類がありますが、「療養の給付」が原則です。

　「療養の給付」とは、労災保険指定医療機関等で受診した場合には、原則として傷病が治ゆ（症状固定）

するまでの間、無料で療養を受けられる、つまり現物による給付を行う制度です。これに対し「療養

の費用の支給」は、労災保険指定医療機関等以外で療養を受けた場合等において支払った費用を現

金で支給する制度です。

　なお、療養（補償）等給付の範囲としては、治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養の
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　労働者が業務上の事由、二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による傷病の療養のため

に休業し、賃金を受けない日の第４日目以降から支給されます（ただし、業務災害の場合、休業初

日から３日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません）。

　この場合、休業１日につき給付基礎日額の 60％が休業（補償）等給付として支給されますが、こ

のほかに、社会復帰促進等事業として給付基礎日額の 20％が特別支給金として休業（補償）等給付

とセットで支給されます。
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　なお、労災保険における給付基礎日額については年齢階層区分により最高限度額及び最低限度額が
厚生労働大臣告示により決められており、平均額が最高限度額を超えるとき及び最低限度額に満たな
いときに適用されます。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複数の事業場で働いている労働者の給付基礎日額につ
いては、原則複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。

ものである

等等

等等

又、二以上の事業の業務を要因とする事由

等

等等　療養開始後１年６カ月を経過しても治ゆ（症状固定）せず、傷病等級（第１級～第３級）に該当
するときに、所轄の労働基準監督署長が職権で給付を決定し、支給額については、給付基礎日額の
313日～245日分が年金として支給されます。

　傷病が治ゆ（症状固定）したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第１級～第７級の場
合は、給付基礎日額の313日～131日分の障害（補償）等年金が、また第８級～第14級の場合は給付
基礎日額の503日～56日分の障害（補償）等一時金が支給されます。



①

①

②

④

③

①

①

②

④

③

　なお、労災保険における給付基礎日額については年齢階層区分により最高限度額及び最低限度額が
厚生労働大臣告示により決められており、平均額が最高限度額を超えるとき及び最低限度額に満たな
いときに適用されます。

又

等

等

等

等

等

等
等

等

等

等

等

ち

ち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　複数の事業場で働いている労働者の給付基礎日額につ
いては、原則複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額となります。

ものである

等等

等等

又、二以上の事業の業務を要因とする事由

等

等等　療養開始後１年６カ月を経過しても治ゆ（症状固定）せず、傷病等級（第１級～第３級）に該当
するときに、所轄の労働基準監督署長が職権で給付を決定し、支給額については、給付基礎日額の
313日～245日分が年金として支給されます。

　傷病が治ゆ（症状固定）したとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第１級～第７級の場
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基礎日額の503日～56日分の障害（補償）等一時金が支給されます。
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（※）平成29年1月1日以降は65歳以上の労働者についても、雇用保険の対象となりました。
なお、64歳以上の高年齢労働者については、平成31年度までは雇用保険の保険料が免
除されます。

昼間学生

以上の常用労働者

又

1
2
3
4

高年齢被保険者（65歳以上の常用労働者）

昼間学生

等

通算して

　雇用保険とは労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
などに、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う
ものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業も行っています。

　雇用保険の適用事業となった場合は、所定の期間内に、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険
被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所に提出しなければなりませんが（Ｐ２～Ｐ３参照）、何
らかの事由により手続もれがあった場合には、過去に遡及して被保険者となったことの確認を行う
こととなります。被保険者となったことの事実があった日を被保険者となった日とすることが原則
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とがありますので、こうした手続もれが生ずることのないように十分注意することが必要です。
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　「一般拠出金」とは「石綿による健康被害の救済に関する法律」により、石綿（アスベスト）健康
被害者の救済費用に充てるため、事業主の方にご負担いただくものです。

　労災保険適用事業の全事業主が対象です。
　アスベストは、全ての産業において、その基盤となる施設、設備、機材等に幅広く使用されてきま
した。このため健康被害者の救済に当たっては、アスベストの製造販売等を行ってきた事業の事業主
のみならず、全ての労災保険適用事業主に一般拠出金をご負担いただいています。
（注）特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は、申告・納付の対象外です。

　労働保険料と併せて申告・納付します。
　継続事業における一般拠出金は①労働保険の年度更新手続、②事業終了（廃止）の際に労働保険料
の確定保険料の申告に併せて申告・納付します。

　平成１９年４月１日以降に新たに開始した事業（工事等）の分を申告・納付します。
　①単独有期事業・・・事業（工事等）終了時に、労働保険の確定保険料と併せて申告・納付します。
　②一括有期事業・・・一括されている事業であっても、個々の事業（工事等）の事業開始年月日が
　　　　　　　　　　　平成１９年４月１日以降のもののみ申告・納付対象となります。

　年度更新時に一般拠出金を納付した後、年度途中において事業を廃止等した場合、労働保険の確定
保険料の精算手続と併せて、事業主が廃止等の時点までの間に労働者へ支払った賃金総額を基礎とし
て一般拠出金の納付手続を行っていただきます。
　なお、労働保険料の確定精算により還付金が発生した場合、一般拠出金への充当を希望することに
よって一般拠出金の納付を行うこともできます。

人材開発支援助成金等

人 材 開 発 支 援 助 成 金

　事業内職業能力開発計画等に基づき、その雇用する労働者に対し、職業訓練を実施した場合や教育
訓練休暇制度を導入し労働者に適用した事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が支
給されます。

又

https://www.e-gov.go.jp

（注）一般拠出金は労働保険料に比べ少額であるため、概算払い制度を採用しておりません。そのた
め、確定納付のみの手続となります。
また、算定の基礎となるのは前年度の賃金総額ですが、申告・納付していただくのは当年度分
の一般拠出金となります。例えば令和４年度の年度更新（R４.６.１～R４.７.１１）で申告・
納付していただく一般拠出金については、令和３年度の賃金総額を基に算定した額を令和４
年度に申告・納付していただくこととなります。

　金額の算定方法は、
事業主が前年度に労働者に支払った賃金総額（千円未満切り捨て）×一般拠出金率（一律 　　　　）
です。
　また、一般拠出金については全額事業主の負担となります。

０.０２
１０００

　事業内職業能力開発計画等に基づき、その雇用する労働者に対し、職業訓練を実施した場合や教育

e-Gov電子申請 https://shinsei.

訓練休暇制度を導入し労働者に適用した事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が支

給されます。 　一般拠出金率は、業種を問わず、一律１０００分の０.０２です。
　労災保険のメリット制対象事業であっても、一般拠出金率についてはメリット制の適用はありま
せん。
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４

常時使用する労働者が
下の表に該当する事業主となります。

金融業

保険業

不動産業

小売業

卸売業

サービス業

その他の事業

５０人以下

１００人以下

３００人以下

業種 労働者数

（P17「労災保険の特別加入について」を参照）

事業主の方は、名称や所在地に変更がある場合は、変更が生じた日の翌日から起算して１０日以
内に「名称、所在地等変更届」を（所轄の変更が生じた場合は、変更後の）労働基準監督署又は公
共職業安定所（ハローワーク）に提出していただく必要があります。

口座振替により納付いただくことが可能です。

厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ内検索ワード「労働保険適用事業場検索」

厚生労働省ホームページ内検索ワード「労働保険料等の口座振替納付」

などです。

特例納付保険料の制度があります。

このため、２年を超えて遡って雇用保険の加入手続を行っていた労働者の方について、本来納
付していただくべきであった雇用保険料を納付することができるよう、特例納付保険料の制度を
設けています。

雇用
（ハローワーク）

事業主が労働保険の成立手続を行っているか否かを、求職者や労働者の方々がインターネット上
で検索できます。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_1a.htmURL

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

URL
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（R4.04）

　労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）と雇用保険とを総称した
言葉です。保険給付は両保険制度でそれぞれ行われていますが、保険料の納付等については原則
一体のものとして取り扱われています。労働者（パートタイマー、アルバイト含む）を一人でも
雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手続を行
い、労働保険料を納付しなければなりません（農林水産の事業の一部は除きます）。
　詳しくはP１をご覧ください。

　労働保険料は、労働者に支払う賃金総額に保険料率（労災保険率＋雇用保険率）を乗じた額で
す（１円未満切捨て）。そのうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者
双方で負担することになっています。
　◎労災保険・・・全額事業主負担
　◎雇用保険・・・事業主と労働者双方で負担（負担率についてはP１５をご覧ください）

　成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、手続を行わない事業主に対しては、政府の
職権による成立手続及び労働保険料の決定（認定決定といいます）を行います。その際は、遡っ
て労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
　また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に業務災害や複数
業務要因災害、通勤災害が発生し、労災保険給付が生じた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴
収（併せて追徴金を徴収）するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することに
なります。
　詳しくはP６及びP７をご覧ください。

Q　労働保険の成立手続を行わないと、どのような罰則がありますか。

　労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を事業場の所在地を管轄
する労働基準監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）（※１）に提出します。そして、その
年度分（※２）の労働保険料（適用事業となった日からその年度の末日までに労働者に支払う賃
金の総額の見込額に、保険料率を乗じた額（１円未満切捨て）となります）を概算保険料として
申告・納付していただきます。
（※１）労働基準監督署又は公共職業安定所（ハローワーク）の所在地は以下のアドレスから確
認できます。

（※２）労働保険では、４月１日から翌年の３月３１日を１つの年度としています。
　また、雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用
保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所（ハローワーク）に提出しなければなりません。
　詳しくはP２及びP３をご覧ください。　　　

Q　労働保険の成立手続を行うにはどうすればいいですか。

労働基準監督署
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

公共職業安定所（ハローワーク）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
koyou_roudou/koyou/hellowork.html#whereishellowork


